
令和 5年 11 月 7日 

市民文教委員会 

市民部スポーツ振興課 

 

江之島ビーチコート整備・運営事業の実施方針について 

 

１ 主旨 

平成 30 年度に策定した「ビーチ・マリンスポーツ事業化計画」に基づく江之島ビーチコート

整備事業について、民間活力の導入による事業の実施する民間事業者の選定を行うにあたり、実

施方針を公表するもの。 

 

２ 経緯 

・各種ビーチスポーツの国際・全国レベルの大会や合宿、強化トレーニングに使用できる

施設整備を目指し、令和 2年度に基本計画、令和 3年度に基本設計を策定。 

・令和 4 年度に事業手法の検討を行った結果、設計・解体・建設・維持管理・運営を効率

的に発注するため、民間活力を導入した DBO 方式に優位性があると確認。 

 

３ 実施方針に定める事業の内容に関する事項 

(1) 事業方式 

DBO（Design Build Operate）方式 

 

(2) 事業期間（想定） 

 令和 7（2025）年 1月 1日から令和 24（2042）年 8月 31 日まで（17年 8 か月） 

  ※整備期間中、新ビーチコートのオープンまでの期間は、ビーチコートの利用が継続的に

できるよう既存ビーチコートを活用する。 

 

(3) 事業の対象となる業務範囲 

 ・統括管理業務（全体マネジメント、市及び市内スポーツ関連団体等との調整等） 

 ・施設整備業務（設計、施工、既存施設の解体・撤去等） 

 ・開業準備業務（運営準備・予約管理等） 

・維持管理業務（建築物保守管理、清掃・環境衛生管理、修繕、警備等） 

 ・運 営 業 務（利用受付、駐車場管理、広報・情報発信等） 

 

４ 事業者の募集及び選定に関する事項 

(1) 事業者の募集及び選定方法 

   事業者の募集及び選定にあたっては、WTO 総合評価一般競争入札により行う。 

  

   (2) 審査及び選定 

事業提案の審査は、予め設定した落札者決定基準（入札説明書と同時に公表予定）に従っ

て、PFI 等審査委員会にて行う。 

 



５ 今後について 

 ・民間事業者との間で意思疎通を図るため、本事業に関心のある民間事業者を対象として実施

方針に基づく対話を行い、効果などが見込まれるものについては、要求水準へ反映する。 

 ・専門的な知見の反映、特定事業や民間事業者の選定などを目的とした PFI 等審査委員会を設

置し、必要な事項を審議する。 

 

６ 事業スケジュール 

 ・実施方針の公表    令和 5（2023）年 12 月 

  ・特定事業の選定・公表 令和 6（2024）年 3 月 

   ・入札公告       令和 6（2024）年 3 月 

   ・落札者の決定・公表  令和 6（2024）年 9 月 

   ・事業契約       令和 6（2024）年 12 月 

 

 



参考資料



 

江之島ビーチコート整備事業について 

 

１ 民間活力を活用した事業手法について（参考） 

 

区分 名称 内容 所有 

DB 方式 （デザイン・ビルド） 設計＋建築を一括発注 公共 

DBO 方式 （デザイン・ビルド・オペレーション） 設計＋建築＋運営を一括発注 公共 

PFI 方式    

 BTO （ビルド・トランスファー・オペレーション） 建設⇒所有権移転⇒管理･運営 民⇒公⇒民 

BOT （ビルド・オペレーション・トランスファー） 建設⇒管理･運営⇒所有権移転 民⇒民⇒公 

BOO （ビルド・オウン・オペレーション） 建設⇒所有⇒管理･運営 民間 

※DB･DBO 手法と PFI 手法の違い：DB･DBO（行政が交付金や公債等を活用し調達） 

PFI（民間が融資等により資金を調達） 

 

２ ヒアリング調査の実施 

 事業手法を検討するにあたり、地元企業を含めた民間事業者の参画意向や意見を把握するため

ヒアリング調査を実施。 

［調査方法］ 

 ・事前アンケートを実施し、本事業へ関心を表明した民間事業者に対して調査を実施 

 ・地元企業は、「浜松市官民連携地域プラットフォーム」（アセットマネジメント課）の参画や

本事業に関連している企業に対し調査を実施 

区分 
アンケート 

実施件数 

ヒアリング 

実施件数 

ヒアリング 

実施件数 

うち市内業者 
全企業 37 社 15 社 6 社 

 

建設企業 13 社  7 社 3 社 
運営企業  3 社  1 社 1 社 

維持管理企業  3 社  0 社 － 
金融機関  7 社  3 社 1 社 
その他企業 11 社  4 社 1 社 

 

[全体の傾向] 

 ・民間活力を活用する整備・運営手法について 

  ⇒37 社にアンケートを実施した結果、15社が本事業に関心を示した。 

⇒解体工事を本事業に含めた方が、コスト削減、工事の調整が容易となるメリットがある。 

⇒企業単体での大会誘致は難しいため、ビーチスポーツ競技団体との連携が必要になる。 

⇒建設・維持管理面で地元企業に依頼する部分が多くなるため、地元企業と手を組まないと

対応が難しい。 

［市内企業からの声］ 

・本事業の参画について、市内業者からも前向きな意見が寄せられた。 

⇒本事業は、地元の建設企業だけでも対応することができる規模感である。作業員の確保に

ついても、現スケージュールであれば対応可能である。 

⇒運営について、15 年など長期間で公募するならば、指定管理業務に取り組む価値がある。 

⇒金融機関からは、地元企業への声かけやイベントへの協賛などが可能である。 

付属資料 




